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西脇市水道ビジョン・経営戦略及び西脇市下水道事業経  

営戦略について（諮問）  

 

 本市では、平成 23年度（平成 24年３月）に、令和３年度までの 10年

間を計画期間とする「西脇市水道ビジョン」を策定し、「安心と安定

を未来につなぐ」を基本理念として施策を展開してきました。  

さらに、水道事業については令和 18年度までの 20年間、下水道事業

については令和８年度までの 10年間を計画期間とする「西脇市水道事

業経営戦略」及び「西脇市下水道事業経営戦略」を策定し、これらを

基に上下水道事業に関する各種の取組を進めてきたところです。  

 この度、西脇市水道ビジョンの計画期間が令和３年度で終了を迎え、

西脇市水道事業経営戦略については５年に１度の見直し時期を迎えて

いる中、両者は相互に深く関連するものであることから、両者を統合

するとともに、厚生労働省の新水道ビジョンの方針を踏まえ、令和４

年度から 13年度までの 10年間を計画期間とする「西脇市水道ビジョン

・経営戦略」として改定することといたしました。  

 一方、西脇市下水道事業経営戦略についても、５年に１度の見直し

時期を迎えていますので、予定どおり見直しを行うことといたしまし

た。  

 また、世帯人数の減少と高齢者世帯の増加が続いている中、基本水

量及び基本料金の見直しは、避けることのできない課題であり、これ

らについても研究・検討が必要です。  

 つきましては、西脇市上下水道事業審議会条例第２条の規定により、

下記の諮問事項について、貴審議会の意見を求めます。  

 

記  

 

１  西脇市水道ビジョン・経営戦略の改定について  

２  西脇市下水道事業経営戦略の見直しについて  


